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1．はじめに
近年，流通する食品の種類や量の増加，新しい生産・

加工技術の登場，消費者の生活スタイルや嗜好の変化，
気候変動をはじめとする環境上の変化など，食品をとり
まく状況はめまぐるしく変化しており，その時代を背景
にして様々な問題が生じている．しかも流通のグローバ
ル化により，一国で生じた食品の安全上の問題がその国
に留まらずに国際的な問題になりやすい状況である．そ
のため安全情報部では，海外における食品安全に関する
動向把握の一環として，国際機関や諸外国の公的機関か
ら発信される最新情報をまとめた「食品安全情報」を微
生物分野と化学物質分野に分けて隔週で発行し，関連の
行政機関と一般向けに提供している1）．本稿では，海外

における食品安全に関する問題の周知と継続的な記録を
目的に，令和 6 年度に発行した「食品安全情報（化学物
質）」から，特に重要と考えられたトピックスを選択し
概要を紹介する．

2．米国食品医薬品局のヒト用食品プログラム
米国食品医薬品局（FDA）は，近年で最大の組織再

編を行い，2024年10月 1 日より新たに「ヒト用食品プロ
グラム（Human Foods Program: HFP）」を開始した2）．
この組織再編は，2022年 2 月のミシガン州Abbott 
Laboratories社の乳児用調製粉乳におけるCronobacter
汚染の発生と，それに関連した製品の大規模リコールを
原因とする乳児用調製粉乳の深刻な供給不足へのFDA
の対応の遅れが問題になったことが契機となった．米国
保健福祉省（HHS）の監察総監室の監査報告書による
と，特にFDAにおける事業者の内部告発への対処，局
内での情報共有，査察及びリコール手続きに関する不備
等が指摘されている3）．そのためHFPでは，FDA長官に
直接報告ができる一人のリーダー（ヒト用食品担当副長
官）を新たに配置して，その下に食品の安全性と栄養に
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関する全ての部署を置くという組織構造にすることによ
り，より合理的かつ効率的な意思決定が促進され，
FDA全体の連携が強化されるようになったと強調して
いる．HFPは，リスク管理の活動に関わる下記 3 つの
主要分野の部署と，その他に教育や試験所運営などのさ
まざまな部署で構成されている．
・Office of Microbiological Food Safety：他の規制機関，

州，業界その他のステークホルダーと緊密に連携し
て，病原体関連の食品由来疾患を予防するための戦略
を推進する．

・�Office of Food Chemical Safety, Dietary Supplements, 
and Innovation：食品に含まれる化学物質の監視の近
代化と強化，ダイエタリーサプリメントの安全性の向
上，革新的技術で製造された食品への支援と効果的な
規制に取り組む．

・Nutrition Center of Excellence：食事に関連する慢性
疾患の削減，健康の公平性の向上，乳児用調製乳の安
全性と栄養の適切性の確保に取り組む．
FDAはその後，HFP初年度となる2025年会計年度に

重点的に取り組む予定の活動について発表した3）．その
うち化学物質については，食品に含まれる化学物質の市
販前レビューの効率化と市販後評価の枠組みの更新，乳
幼児用食品に含まれる有害元素のアクションレベルに関
するガイダンスの作成（Closer to Zero政策），ダイエタ
リーサプリメントの新規成分の通知に関するガイダンス
の更新，また栄養については，Healthy（健康的）表示
の定義づけ，包装前面の栄養表示の義務化に関する規則
の提案，ナトリウム削減の支援などを行うと報告してい
た．2025年に入り当初予定していた活動が進められては
いるが，2025年 1 月に米国大統領が代わり新政権となっ
たことを受けて，新しい米国保健福祉省長官の意向が強
く反映された措置が講じられるようになった．

3．農薬ダクタールについて
米国環境保護庁（EPA）が2024年 8 月，約40年ぶり

に連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法（FIFRA）に基づく
緊急停止権限を行使することにより，農薬ジメチルテト
ラクロロテレフタレート（別称：DCPA，ダクタール，
クロルタールジメチル）の全登録の使用を緊急停止する
ことを発表し，即時発効となった5）．この措置は，妊娠
中の母親がDCPAに暴露された場合に，胎児の甲状腺ホ
ルモン値に変化を起こす可能性があり，こうした変化
が，その後の低出生体重，脳の発達障害，IQの低下，
運動能力の低下などにつながり，その一部は不可逆的で
ある可能性があることが確認されたことが理由とされ
た．

DCPAはEPAにとって長年の懸案事項であった．緊

急停止を決定する前にEPAは，DCPAの甲状腺機能への
影響の可能性，並びに唯一の登録者である農薬メーカー
AMVAC社が10年にわたるEPAからの再三の要求にも
かかわらず登録継続に必要なデータを提出しなかったこ
とを理由に，2023年 8 月にDCPA配合製品の新たな製造
や販売，それらの使用を一時的に禁止していた．その後
にAMVACからデータが提出されEPAが評価したとこ
ろ，健康リスクの根拠を確認したとして2024年 4 月に農
業従事者向けに警告を発している．EPAは，農薬の登
録の取り消しには長期の手続きが必要になるとして，そ
の間，非常にまれな対応ではあるものの，即時発効の停
止命令が必要になったために緊急停止を発したと報告し
ている．2024年10月，EPAは当該農薬を含むすべての
製品の登録の取り消しを発表した6）．

このEPAの対応を受けて，ニュージーランド環境保
護庁は，2024年 8 月にDCPAを含む製品の使用を中止す
るよう警告を発し，翌 9 月には特定の作物（タマネギ，
ニンニク，エシャロット）が栽培されている土壌のみに
制限するとともに，妊娠中の人や妊娠している可能性の
ある人がこの物質を使用したり，使用現場に立ち入った
りすることを禁止し，さらに広い緩衝地帯を設けて一般
市民を散布から保護するなどの制限を導入した7, 8）．ま
たオーストラリア農薬・動物用医薬品局も，2024年10月
にDCPAを含む12製品の即時取り消しを発表した9）．

4．EFSAの有機ヒ素化合物の評価
欧州食品安全機関（EFSA）は，欧州委員会（EC）

からの依頼により，ヒ素化合物に関する一連のリスク評
価を実施しており，その一環として2024年 7 月に低分子
有機ヒ素化合物について，同年12月に複雑な有機ヒ素化
合物に関する科学的意見を発表した10, 11）．EFSAは2009
年に実施したヒ素に関する評価でも有機ヒ素化合物も対
象にしていたが，当時はデータ不足のため有機ヒ素化合
物のリスクについては評価できなかった．今回の評価で
EFSAは，データの入手可能性にもとづき，低分子有機
ヒ素化合物についてはモノメチルアルソン酸（MMA

（V））とジメチルアルシン酸（DMA（V））を対象に，
また複雑な有機ヒ素化合物についてはアルセノベタイ
ン，アルセノ糖，アルセノ脂質を対象にしている．それ
らの評価において，健康への懸念があると結論されたの
は，DMA（V）のみであった．EFSAはDMA（V）に
ついて，ラット試験での膀胱腫瘍の発生の増加を重要な
健康影響としたBMDL10の1.1 mg DMA（V）/kg 体重/
日を基準点として導出し，暴露マージン（MOE）を算
出した．DMA（V）には遺伝毒性と発がん性がありそ
うだと判断されたことから，健康影響への懸念を生じる
か否かの判断の規準となるMOEを10,000とし，EU諸国



28 国 立 医 薬 品 食 品 衛 生 研 究 所 報 告 第143号（2025）

におけるDMA（V）への推定暴露量をもとに算出した
MOEが10,000を下回ったことから，EFSAは食品に含ま
れるDMA（V）への暴露はヒトの健康への懸念を生じ
ると結論した．ただし，より毒性が強いとされる無機ヒ
素に比べるとDMA（V）のMOEは大幅に大きいため，
リスクの大きさは無機ヒ素よりも遙かに小さいと考えら
れる．食事由来のDMA（V）のばく露源は，コメ及び
コメ製品と魚による寄与度が高かったと報告している．
今後EFSAは，無機ヒ素と有機ヒ素の複合ばく露に関す
るリスク評価も予定しており，コメ及びコメ製品を介し
たばく露については無機ヒ素のリスクに有機ヒ素のリス
クが上乗せされる可能性がある．そのため，EFSAが複
合ばく露によるリスクをどのように評価するのか注意し
ておく必要があるだろう．

5．細胞培養製品について
米国FDAは，2025年 3 月，培養豚脂肪細胞を使用し

た食用製品に関するMission Barns社との市販前協議を
完了したと発表した12）．この製品には国内のヨーク
シャー豚の腹部脂肪細胞が用いられており，市販前協議
が完了した動物細胞培養製品として，ニワトリの細胞を
利 用 し たUPSIDE Foods社 の 製 品（2022年11月 ），
GOOD Meat社の製品（2023年 3 月）に次ぐものである．
米国では，培養細胞から作られる食品の規制は，細胞バ
ンクや細胞の培養，分化させる段階までの監視はHHS
のFDAの管轄，その後の収穫から加工，包装など販売
製品にするまでの段階の監視を米国農務省（USDA）の
食品安全検査局（FSIS）が管轄している．そのため
FDAの市販前協議の終了後は，USDAが収穫・加工等
の施設が衛生やHACCPなどFSISの規制要件を満たすこ
とを確認するとともに，製品表示の承認を審査すること
になる．

食用の細胞培養製品の開発が世界的に進められている
が，消費者の間では依然として馴染みがうすいものであ
る．そのような中，細胞培養肉への消費者の認識につい
て興味深いエビデンスレビューの報告が英国食品基準庁

（FSA）より発表された13）．その報告では次のような知
見が報告されている．消費者は，細胞培養肉について動
物福祉，環境，世界の食料供給の面でメリットがあると
考えているが，リスクへの懸念の方が広く認識されてい
る．また，細胞培養肉が一般の肉に比べて健康的/栄養
価が高いという消費者の認識は，情報により非常に影響
を受けやすく，変化しやすいものである．消費者は細胞
培養肉であることを明確に表示して欲しいと考えてい
る．その他，細胞培養肉を肯定的に捉える消費者の社会
的背景（年齢，性別，教育レベル，居住地等）など，さ
まざまな視点から消費者の認識がまとめられている．主

に英国の消費者を対象にした報告書であるが，食用の細
胞培養製品への消費者の認識を知るための一助になる報
告である．

6．パー及びポリフルオロアルキル化合物の飲料水基準
について
米国環境保護庁（EPA）は，2024年 4 月，飲料水に

含まれるパー及びポリフルオロアルキル化合物（PFAS）
6 種について，法的拘束力のある最大汚染レベル

（MCL）と，法的拘束力のない健康影響に基づく目標で
ある最大汚染レベル目標（MCLG）を定める第一種飲料
水規則（National Primary Drinking Water Regulation）
の最終規則を発表した14）．米国において，飲料水中の
PFASについて法的拘束力のある基準が設定されるのは
初めてのことであった．MCLは，パーフルオロオクタ
ン酸（PFOA）とパーフルオロオクタンスルホン酸

（PFOS）にはそれぞれ4.0 ppt（4.0 ng/L），パーフルオ
ロヘキサンスルホン酸（PFHxS），パーフルオロノナン
酸（PFNA），ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイ
マー酸（HFPO-DA：GenX化合物）には10 ppt，並びに
これら 3 種のPFASとパーフルオロブタンスルホン酸

（PFBS）の混合物にはハザード指数（Hazard Index）1.0
とした．このようにMCLには非常に低い値が採用され
たが，これらは測定の定量限界に基づいている．当初
EPAは，経過措置期間として， 3 年間の初期モニタリ
ング期間を提供し， 5 年後の2029年から完全施行を目指
していた．しかし，米国新政権に代わった後の2025年 5
月には本最終規則のうちPFOAとPFOSのMCLについて
遵守期限を2029年から2031年に延長し，その他について
は取り消した上で再検討することを発表している．また
カナダ保健省も2024年 8 月にカナダ飲料水水質ガイドラ
インを最終化し，25種類のPFASの合算として目標値
30 ng/Lを設定した15）．

一方，国内では2024年 6 月に内閣府食品安全委員会に
よる健康影響評価の結果について最終通知が発せられ
た16）．その評価では耐容一日摂取量（TDI）として，
PFOAとPFOSそれぞれに20 ng/kg体重/日が設定され
た．食品安全委員会の評価結果を受けて，2025年 2 月，
環境省の中央環境審議会水環境・土壌農薬部会水道水
質・衛生管理小委員会が，水道水について水質管理目標
設定項目（PFOSとPFOAの合算値として50 ng/L）か
ら水質基準項目への変更方針案を了承した．さらに，消
費者庁食品衛生基準審議会食品規格・乳肉水産・伝達性
海綿状脳症対策部会において，ミネラルウォーター類中
のPFOS及びPFOAの規格基準設定の方針案を次の通り
了承した．食品衛生法のもとミネラルウォーター類の成
分規格は，殺菌・除菌有と殺菌・除菌無の製品に区別し
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て設定されている．今回の規格基準の方針検討では，殺
菌・除菌無のミネラルウォーターについては原水の採水
の段階から厳格に管理されていることを踏まえて，対象
を殺菌・除菌有のミネラルウォーター類のみとし，水質
基準案に準じてPFOS及びPFOAの合算値として50 ng/
Lが提案された．

現在，世界保健機関（WHO）飲料水水質ガイドライ
ンにおけるPFASのガイドライン値設定のための評価が
開始されており，その結果次第では，我が国も含め各国
の飲料水のPFAS基準値の見直しが行われるものと予想
される．

7．米国FDAによるRed No. 3（赤色 3 号）の使用認可
の取り消し
米国FDAは，2025年 1 月，米国連邦食品医薬品化粧

品法（FD&C法）のデラニー条項（Delaney Clause）に
基づき，FD&C Red No. 3（赤色 3 号）の食品及び内服
薬への使用認可を取り消すことを発表した17）．食品につ
いては2027年 1 月15日，内服薬については2028年 1 月18
日までに製品の組成変更を行うよう求めている．赤色 3
号は，赤色染料 3 号（Red Dye No. 3），赤色染料 3（Red 
Dye 3），エリスロシン（erythrosine）とも呼ばれ，特
定の食品や飲料，内服薬に明るいチェリーレッド色を与
える合成食用色素である．米国で食品等への着色料の使
用が認められるには，意図された使用条件下で安全であ
るという科学的根拠が必要となる．今回適用された着色
料のデラニー条項は，FD&C法の着色料に関する改正

（Color Additives Amendment）の一部として1960年に
制定された．この条項は，着色料がヒト又は動物にがん
を誘発することが認められた場合には，その使用は安全
ではないと判断され，食品に使用することは認められな
いとするものである．今回の赤色 3 号の場合には，多量
にばく露された雄ラットにおいて甲状腺がんの発生が認
められた研究がデラニー条項の適用の根拠となった．し
かし，この発がんはラット特有のホルモンメカニズムに
より誘発されるもので，ヒトで起こるものではない．さ
らに，ヒトでの赤色 3 号へのばく露量は，雄ラットで発
がんを誘発する量よりも遙かに低いことから，FDAは，
食品や内服薬における赤色 3 号の使用によりヒトに健康
リスクを生じるいう科学的な裏付けはないと報告してい
る．ヒトの健康にリスクがないのに取り消すのかという
疑問が生じるが，デラニー条項は動物のみでの発がんで
あっても適用されるため，今回の取り消しも法的な理由
による措置であるとFDAは強調している．デラニー条
項は，着色料よりも先に1954年に農薬残留物について，
1958年に食品添加物についても制定されており，当時は
どんな少量でも発がん性のある物質は一切禁止するとい

う方針（ゼロリスク）であった．しかしながら，その後
の研究で一部の発がんは動物特有であることや，さまざ
まな発がん物質が食品に天然に含まれることが明らかと
なり，また分析技術の向上により極微量の化学物質の検
出が可能になったことなどから，農薬残留物に関するデ
ラニー条項は適当でないとして1996年の食品品質保護法

（Food Quality Protection Act）の制定に併せて廃止さ
れている．

8．EUにおける食品接触物質へのビスフェノールAの使
用禁止
欧州委員会は，2024年12月，食品接触物質におけるビ

スフェノールA（BPA）の使用を禁止する委員会規則
（EU） 2024/3190を発表した18）．今回の禁止措置は，金
属缶のコーティング，再利用可能なペットボトル，配水
クーラー，その他の調理器具など，食品に接触するあら
ゆる製品におけるBPAの使用に適用される．大部分の
製品については18ヶ月間の段階的な移行期間が設けられ
るが，濾過膜の製造への使用など安全な代替品が存在し
ない一部の非常に限られた用途については例外的に追加
の期間が設けられている．BPAの用途は多岐にわたる
ため，この決定によりEUでは多大な影響が生じると予
想されている．今回の使用禁止は，EFSAが2023年 4 月
に発表したBPA再評価の結果を受けての措置である．
EFSAの再評価では，マウスにおける脾臓中のTh17細
胞の割合増加を重要なエンドポイントと判断してTDIを
大幅に引き下げ，BPAへの食事暴露は免疫系に有害な
影響を及ぼす懸念があると結論していた19）．ただし，こ
のEFSAの再評価で選択したエンドポイントや懸念があ
るとの結論については，欧州医薬品庁（EMA），ドイツ
連邦リスクアセスメント研究所（BfR），英国毒性委員
会（COT）が同意しないとの見解を示しており，EC域
内でも意見が割れている状況下での決定であった．

9．食物アレルゲンへの対策
食物アレルゲンのリスク評価に関するFAO/WHO合

同特別専門家会合による一連の評価報告書（優先食物ア
レルゲン，食物アレルゲンの参照用量，予防的アレルゲ
ン表示，食物アレルゲンの表示義務免除）が，2022年か
ら2024年にかけて相次いで発表された20-24）．本会合は，
コーデックス食品表示部会（CCFL）及びコーデックス
食品衛生部会（CCFH）からの科学的助言の依頼に応じ
て開催されたものである．CCFLでは，包装済み食品の
表示に関する一般規格（CXS 1-1985）のアレルゲン表
示に関する条項の見直しと，付属書となる予防的アレル
ゲン表示に関するガイダンスの策定が検討されており，
本会合による評価結果は，それらの検討の科学的根拠と
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なるものである．食物アレルゲンはアレルギーを有する
消費者にとって致命的にもなり得る重大なハザードであ
ることから，WHOは，イラストを用いて報告書の内容
を理解しやすくしたリーフレットも発表するなど特例の
対応を講じており，食物アレルゲンへの対策を重視して
いる様子がうかがえる25-28）．

その他，食物アレルゲンに関連した事案として，2024
年 9 月に発生した英国におけるマスタード原料へのピー
ナッツの混入を原因とする大規模リコールがあった29）．
これは，英国のFGS Ingredients社がインドから輸入し
たマスタード粉等に表示されていないピーナッツが含ま
れていたことによる．問題となったマスタード原料の利
用は，ディップ，ソース，サラダ，包装済みサンドイッ
チなど広範な食品に及んだため100を超える製品がリ
コールの対象となり，英国食品基準庁（FSA）が緊急
の注意喚起を幾度も発していた．本事案は，スパイス等
のさまざまな食品に用いられる原材料に食物アレルゲン
が混入した場合に，多大な影響が生じることを再認識さ
せられるものとなった．さらに，この大規模リコール終
結後の興味深い取組みとして，英国FSAが本事案のリ
コールや注意喚起に対する消費者の認識度や行動を把握
するための調査を実施している30）．調査対象はピーナッ
ツアレルギーを有する成人506人で，そのうち45%が本
事案を認識しており，情報源として最多だったのはメ
ディアニュース，次いで口コミ，ソーシャルメディアの
順であった．このように，実例の事案に対する消費者の
認識度や行動を検証しておくことにより，その後に同様
の事案が発生した際，重要な情報を消費者へ効果的に届
けることに役立つだろう．

10．ボンクレキン酸
2024年 3 月下旬，台北市のマレーシア料理のレストラ

ンにおいて，ボンクレキン酸（bongkrekic acid）を原
因とする死亡事例を含む30人以上の集団食中毒が発生し
た31）．食中毒の患者らは米麺やチャークイティオ（炒め
た麺料理）を食しており，それらが原因食品として最も
可能性が高いとされた．ボンクレキン酸は，土壌や植物
に遍在する細菌Burkholderia gladioliの病原性変種（B. 
cocovenenans）によって産生される熱安定性の毒素であ
り，ミトコンドリアのADP/ATP輸送体を阻害する作用
をもつ．標的臓器は主に肝臓，脳，腎臓である．そのた
め主症状は，消化器症状（嘔吐，腹痛，下痢など），神
経症状（めまい，脱力，意識喪失など），重度の肝臓ま
たは腎臓の機能障害であり，致死性が高いのが特徴であ
る．過去には，中国，インドネシア，モザンビークにお
いて，発酵トウモロコシ，水に浸漬したシロ／クロキク
ラゲや米麺の喫食による食中毒が報告されている32）．産

生細菌の増殖温度の範囲が30～37℃，毒素産生温度の範
囲が22～30℃であり，食品を常温で長時間（通常は 1 日
以上）放置することがボンクレキン酸産生につながると
報告されている．

ボンクレキン酸はあまり知られていない毒素であり，
その食中毒は世界的に見ても件数が少なく非常に珍しい
ことから，今回の台北市の事例は海外のメディアで話題
になった．産生菌の増殖と毒素の産生を防止するための
低温管理が予防につながるとされている．

11．いわゆる健康食品の関連情報
令和 6 年度に諸外国から報告されたサプリメント等に

関する主な注意喚起等を紹介する．我が国で発生した紅
麹関連製品による死亡を含む多数の重篤な健康被害の発
生を受けて，関連製品を輸入していた台湾等のアジア諸
国では該当製品のリコールと摂取に関する注意が喚起さ
れた．その他，次のようないわゆる健康食品に関連した
事案が報告された．

・ガルシニア・カンボジア含有製品による肝障害の可能
性
2025年 3 月，フランス食品・環境・労働衛生安全庁

（ANSES）が，ガルシニア・カンボジア（Garcinia 
cambogia Desr.）を含むフードサプリメントについて，
急性肝炎など重篤な有害影響を生じる可能性があるとし
て摂取しないよう警告した33）．ANSESは，フランス，
欧州，北米の様々なビジランス制度が確認した事例を包
括的に分析し，科学的文献レビューで情報を補完した．
その結果，肝障害，精神障害，消化器障害（膵炎），心
臓障害，筋肉障害（横紋筋融解症）の事例が確認された
と報告している．ガルシニア・カンボジアに含まれ減量
作用があると謳われているヒドロキシクエン酸について
EFSAがリスクを評価中であり，その結果次第ではEU
域内での規制につながる可能性が考えられる．また，
オーストラリア保健省薬品・医薬品行政局も，2024年 8
月，ガルシニア又はヒドロキシクエン酸を含むハーブサ
プリメントについて，まれに肝障害を生じる可能性があ
るとして注意を喚起した34）．

・ムクナプルリエンス含有製品への注意喚起
2024年 7 月， オ ラ ン ダ 国 立 公 衆 衛 生 環 境 研 究 所

（RIVM）が，ムクナプルリエンス（Mucuna pruriens）
の種子（八升豆，ハッショウマメ）を含む製品の摂取に
ついて慎重になるよう注意を喚起した35）．RIVMによる
と，ムクナプルリエンス種子の含有製品に関する入手可
能な情報は少なく，遺伝毒性や発がん性，慢性毒性と
いった重要な情報が不足していると指摘している．しか
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し，ムクナプルリエンス種子抽出物の摂取による肝臓，
腎臓，生殖機能，胎児発達への有害影響が示唆されてい
ることから，予防措置として，妊婦・授乳中の方，肝
臓・腎臓に問題がある消費者に向けて，当該製品の摂取
をしないよう注意を喚起した．また，ムクナプルリエン
ス種子抽出物にはパーキンソン病の治療薬の成分として
使用されているレボドパ（levodopa, L-Dopa）が含まれ
ている．そのため，サプリメント製品が推奨する用量を
摂取した場合に，レボドパの摂取量が医薬品としての投
与量と同等か超える可能性があり，胃腸症状，不随意運
動（ジスキネジア），精神症状といった，この治療薬の
副作用と同様の健康影響を生じる可能性について懸念を
示した．

・ムシモール含有製品への注意喚起
ベニテングタケ（Amanita muscaria）の成分である

ムシモールを含む製品について，ドイツ，チェコ，米国
で相次いで注意が喚起された．ベニテングタケは中毒を
誘発する有毒キノコの一種であり，その成分であるムシ
モールには向精神作用がある．ドイツとチェコでは，ム
シモール入りのグミ製品が流通しているとして，それぞ
れ2024年 8 月と 9 月にリコール等の措置が講じられ
た36, 37）．米国では2024年12月にFDAが，幻覚作用を意図
してベニテングタケやその成分を含む製品が「幻覚性食
品（psychede l ic ed ib les）」，「 合 法 幻 覚 剤（lega l 
psychedelics）」，「キノコ食品（mushroom edibles）」と
謳って販売されていることを指摘し，ベニテングタケや
その成分の食品への使用は有害である可能性があると警
告した38）．

12．最後に
以上，令和 6 年度に発行した「食品安全情報（化学物

質）」から特に重要と考えられたトピックスを紹介した．
記録しておくべきそのほかのトピックスとして，EFSA
による食品のリスク－ベネフィット評価に関するガイダ
ンスの更新，新規食品の認可申請に関するガイダンスの
更新，EUが包装・包装廃棄物規則2025/40（PPWR）を
制定，シンガポールが食品安全・食料安全保障法を制
定，米国FDA・EPA・農務省が食品ロスと廃棄物削減
のための連邦省庁間連携の更新を合意，英国FSAが蜂
蜜の食品偽装への対策を強化，英国毒性委員会がターメ
リック及びクルクミンのサプリメントによる健康リスク
に関する意見を発表，などがあった．安全情報部では，
我が国の食品安全にかかわる問題の迅速な把握と対応の
ために，今後も海外の食品安全に関する情報を継続的に
調査し，「食品安全情報（化学物質）」に掲載していく予
定である．
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